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平成 29 年 2 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区港南一丁目 2 番 70 号

プレミア投資法人

代表者名 執行役員 星澤 秀郎

（コード番号 8956）

資産運用会社名

プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長 奥田 孝浩

問合せ先 取締役

業務運営本部長 高橋 達哉

（TEL：03-6630-4611）

規約変更及び役員選任に関するお知らせ

プレミア投資法人は、平成 28 年 12 月 16 日付日本経済新聞にて公告のとおり、平成 29 年 3 月 28 日に

第 9 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）を開催する予定ですが、本日開催の本投資法人

役員会において、本投資主総会への規約変更及び役員選任に係る議案の付議に関し、下記のとおり決議

しましたのでお知らせいたします。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって有効となります。

記

1． 規約変更の主な内容と理由

(1) （第 6 条第 1 項関係）

平成 27 年 11 月 1 日を効力発生日として投資口 1 口につき 5 口の割合による投資口の分割を実施した

ことから、分割前と実質的に同水準の発行可能投資口総口数を維持するため、所要の変更を行うものです。

(2) （第 13 条関係）

投資法人の計算に関する規則（平成 18 年内閣府令第 47 号。その後の改正を含みます。）及び租税特別

措置法（昭和 32 年法律第26 号。その後の改正を含みます。）等の改正により、投資法人における会計上と

税務上の取扱いの差異（税会不一致）を解消するための措置が講じられたことを踏まえ、これに関連する

規定につき、法令上の文言との統一及び記載内容の明確化を行うべく、所要の変更を行うものです。

(3) （第 15 条第 3 項関係）

資産運用会社に対して支払う資産運用報酬のうち、新たに不動産等を取得した場合に支払う「運用

報酬 3」の計算において、一定の場合に上限額を通常の 2 分の 1 に減額する旨が規定されていますが、

実務上は、本条項において減額するとしている取引以外にも同水準の減額を適用している取引があり、

当該対応と平仄を取るため、所要の変更を行うものです。

(4) （第 25 条第 2 項関係）

自己投資口の取得又は新投資口予約権の無償割当てを実施した場合に発生する費用の負担を明確化

するため、所要の変更を行うものです。

(5) （規約別紙「資産運用の対象及び方針」／Ⅱ．資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等

／(1)投資対象／B．その他の特定資産関係）

本投資法人が取り組むデリバティブ取引については、金利変動リスクその他のリスクをヘッジする

ことを目的としたものに限定する旨を明示するため、所要の変更を行うものです。

(6) （規約別紙「資産運用の対象及び方針」／Ⅱ．資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲等

／(2)投資態度関係）

租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省令第 15 号。その後の改正を含みます。）の改正により、

不動産投資法人の特例規定が削除されたことに伴い、不要となった規定を削除するものです。

(7) その他

上記のほか、表現の明確化のため、所要の変更を行うものです。

（規約変更に関する詳細につきましては、添付資料「第 9 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）
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2． 役員選任について

現執行役員の星澤秀郎（ほしざわ しゅうろう）並びに現監督役員の飯沼春樹（いいぬま はるき）

及び䑓祐二（だい ゆうじ）は、平成 29 年 3 月 31 日をもって任期満了となりますので、本投資主総会に

執行役員 1 名及び監督役員 2 名の選任についての議案を提出します。

また、現補欠執行役員及び現補欠監督役員の選任に係る決議は、平成 29 年 3 月 31 日をもって効力を

失います。つきましては、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、

補欠執行役員 1 名及び補欠監督役員 1 名の選任について議案を提出します。

(1) 執行役員及び監督役員候補者

執行役員 奥田孝浩（おくだ たかひろ／新任）（注）

監督役員 飯沼春樹（いいぬま はるき／重任）

監督役員 䑓祐二（だい ゆうじ／重任）

（注）重要な兼職に該当する事実

上記執行役員候補者は、本投資法人の資産運用会社であるプレミア・リート・アドバイザーズ

株式会社の代表取締役社長です。

(2) 補欠執行役員及び補欠監督役員候補者

補欠執行役員 高橋達哉（たかはし たつや／新任）

補欠監督役員 櫻井憲二（さくらい けんじ／重任）

（役員選任に関する詳細につきましては、添付資料「第 9 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。）

3． 日程

平成 29 年 2 月 23 日 第 9 回投資主総会提出議案の本投資法人役員会での承認

平成 29 年 3 月 10 日 第 9 回投資主総会招集ご通知発送（予定）

平成 29 年 3 月 28 日 第 9 回投資主総会開催（予定）

【添付資料】第 9 回投資主総会招集ご通知

以上

※ 本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※ 本投資法人のホームページアドレス http://www.pic-reit.co.jp




























